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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
五
十
号
）
（
地
域
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
を
図
る
た
め
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町 

 

村
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
及
び
蓮
田
市
の
名
称
の
変
更
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の 

 

改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

新
た
に
移
譲
を
行
う
事
務
（
一
事
務
） 

㈡ 

処
理
す
る
市
町
村
が
拡
大
す
る
事
務
（
三
十
五
事
務
） 

㈢ 

蓮
田
市
の
名
称
変
更
に
伴
う
規
定
の
整
備 

㈣ 

法
令
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
等 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
二
㈡
の
う
ち
「
一
般
旅
券
の
申
請
受
理
、
交
付
等
」
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
三
年 

 

十
月
一
日
、
二
㈢
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
、
二
㈣
の
一
部
に
つ
い
て
は
公
布
の 

 

日
又
は
「
大
気
汚
染
防
止
法
、
水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
施
行
の
日 

            



条 
 

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
十
一
項
第
二
号
事
務
の
欄
１
中
「
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
新
座
市
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄

中
「
川
口
市
」
の
下
に
「
、
新
座
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
三
十
九
項
事
務
の
欄
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
、
「
第

二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十

五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 
 
 

別
表
第
六
十
二
項
第
四
号
事
務
の
欄
１
中
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一

項
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
並
び
に
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
第
一

項
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
、
第
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
十
三
第
二
項
」
に
改

め
、
同
欄
２
中
「
第
十
七
条
の
七
及
び
第
十
七
条
の
十
」
を
「
第
十
七
条
の
八
及
び
第
十
七
条

の
十
一
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
三
第
一
項
」

に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
二
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
和
光
市
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の

欄
中
「
、
新
座
市
」
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
百
二
項
第
一
号
事
務
の
欄
中
「
条
例
第
十
七
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改

め
る
。 

第
二
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
中
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
改
め
る
。 

第
三
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
一
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
号



各
市
町
村 

 
 

別
表
第
二
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

各
市
町
村
（
さ
い
た
ま
市
及
び
川
越
市
を
除
く
。
） 

 
 

別
表
第
二
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

各
市
町
村
（
さ
い
た
ま
市
及
び
川
越
市
を
除
く
。
） 

 
 

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
神
川
町
」
の
下
に
「
、
上
里
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
十
八
項
市
町
村
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

各
市
町
村
（
さ
い
た
ま
市
及
び
川
越
市
を
除
く
。
） 

 
 

別
表
第
十
九
項
市
町
村
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

各
市
町
村
（
さ
い
た
ま
市
を
除
く
。
） 

 
 

別
表
第
二
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
入
間
市
」
の
下
に
「
、
鳩
ケ
谷
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
三
十
項
市
町
村
の
欄
中
「
北
本
市
」
を
「
久
喜
市
、
北
本
市
、
蓮
田
市
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
三
十
三
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
各
市
（
さ
い
た
ま
市
、
川
越
市
、
熊
谷
市
、
川

口
市
、
所
沢
市
、
春
日
部
市
、
上
尾
市
、
草
加
市
、
越
谷
市
、
入
間
市
、
新
座
市
及
び
三
郷
市

を
除
く
。
）
」
を
「
行
田
市
、
秩
父
市
、
飯
能
市
、
加
須
市
、
本
庄
市
、
東
松
山
市
、
狭
山
市
、

羽
生
市
、
鴻
巣
市
、
深
谷
市
、
蕨
市
、
戸
田
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
桶
川
市
、
久
喜
市
、
北

本
市
、
八
潮
市
、
富
士
見
市
、
蓮
田
市
、
幸
手
市
、
日
高
市
、
吉
川
市
、
ふ
じ
み
野
市
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
新
座
市
、
三
郷
市
」
を
「
鳩
ケ
谷
市
、
朝
霞
市
、
新
座
市
、

三
郷
市
、
坂
戸
市
、
鶴
ケ
島
市
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
三
十
六
項
市
町
村
の
欄
中
「
草
加
市
」
の
下
に
「
、
戸
田
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
三
十
七
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
三
芳
町
」
の
下
に
「
、
毛
呂
山
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
四
十
三
項
市
町
村
の
欄
中
「
秩
父
市
」
の
下
に
「
、
狭
山
市
」
を
、
「
寄
居
町
」
の

下
に
「
、
杉
戸
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
四
十
四
項
市
町
村
の
欄
中
「
入
間
市
」
の
下
に
「
、
鳩
ケ
谷
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
四
十
八
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
本
庄
市
」
の
下
に
「
、
東
松
山
市
」
を
、
「
戸

田
市
」
の
下
に
「
、
鳩
ケ
谷
市
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
三
号
市
町

村
の
欄
中
「
入
間
市
」
の
下
に
「
、
鳩
ケ
谷
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
五
十
七
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
和
光
市
」
の
下
に
「
、
新
座
市
」
を
、
「
杉
戸

町
」
の
下
に
「
、
松
伏
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
六
十
三
項
市
町
村
の
欄
中
「
上
尾
市
」
の
下
に
「
、
久
喜
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
六
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
三
芳
町
」
の
下
に
「
、
毛
呂
山
町
」
を
加
え
、

同
項
第
七
号
市
町
村
の
欄
中
「
毛
呂
山
町
、
」
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
七
十
項
市
町
村
の
欄
中
「
上
尾
市
」
の
下
に
「
、
久
喜
市
」
を
加
え
る
。 



 
 

別
表
第
七
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
蓮
田
市
」
の
下
に
「
、
坂
戸
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
七
十
五
項
市
町
村
の
欄
中
「
加
須
市
」
の
下
に
「
、
草
加
市
、
蕨
市
、
戸
田
市
」
を
、

「
嵐
山
町
」
の
下
に
「
、
吉
見
町
」
を
、
「
杉
戸
町
」
の
下
に
「
、
松
伏
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
七
十
八
項
第
四
号
市
町
村
の
欄
中
「
戸
田
市
」
の
下
に
「
、
入
間
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
七
十
九
項
市
町
村
の
欄
中
「
上
尾
市
」
の
下
に
「
、
久
喜
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
八
十
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
羽
生
市
」
の
下
に
「
、
鴻
巣
市
」
を
加
え
、
同
項

第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
草
加
市
」
の
下
に
「
、
戸
田
市
」
を
、
「
上
里
町
」
の
下
に
「
、
松

伏
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
八
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
入
間
市
」
の
下
に
「
、
久
喜
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
八
十
四
項
市
町
村
の
欄
中
「
秩
父
市
」
の
下
に
「
、
東
松
山
市
、
入
間
市
」
を
加
え

る
。 

 
 

別
表
第
八
十
九
項
市
町
村
の
欄
中
「
入
間
市
」
の
下
に
「
、
久
喜
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
中
第
百
十
項
を
第
百
十
一
項
と
し
、
第
百
九
項
を
第
百
十
項
と
し
、
第
百
八
項
を
第
百

九
項
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
百
七
項
第
八
号
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
」
の
下
に
「
、
行
田
市
」
を
加
え
、
「
草

加
市
」
を
「
鴻
巣
市
、
草
加
市
、
戸
田
市
」
に
、
「
白
岡
町
」
を
「
宮
代
町
、
白
岡
町
、
杉
戸

町
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
市
町
村
の
欄
中
「
草
加
市
」
の
下
に
「
、
戸
田
市
」
を
加
え
、
同

項
を
同
表
第
百
八
項
と
し
、
同
表
第
九
十
三
項
か
ら
第
百
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
二
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
志
木
市
、
三
郷
市
」
を
削
り
、
同
項
を
同
表

第
九
十
三
項
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
一
項
第
三
号
市
町
村
の
欄
中
「
皆
野
町
」
の
下
に
「
、
美
里
町
」
を
加
え
、
同

項
を
同
表
第
九
十
二
項
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
項
市
町
村
の
欄
中
「
狭
山
市
」
の
下
に
「
、
久
喜
市
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表

第
九
十
一
項
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
八
十
九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

        

 

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
、
土
壌
汚
染
対
策

法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
汚
染
土

壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
理
業
省
令
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

１ 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

久
喜
市 



 

２ 

法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
確
認 

３ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知 

４ 

法
第
三
条
第
三
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
第
一

項
、
第
七
条
第
四
項
、
第
十
二
条
第
四
項
、
第
十
六
条

第
四
項
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
命
令 

 

５ 
法
第
三
条
第
四
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受

理 

６ 

法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し 

７ 

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
公
告 

 

８ 

法
第
六
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定 

 
 

９ 

法
第
六
条
第
二
項
（
法
第
六
条
第
五
項
及
び
第
十
一

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
公
示 

 

10 

法
第
六
条
第
四
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
解
除 

 

11 
 

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示 

 

12 

法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
及
び
公
告 

 

13 
 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理 

 
 

14 
 

法
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
第
五
十
四
条
第
一
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査 

 

15 
 

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
台
帳
の
調
製
及

び
保
管 

 

16 
 

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧 

 

17 
 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
届
出

の
受
理 

 

18 

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
処
理

業
省
令
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
） 

 

19 
 

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

及
び
立
入
検
査
（
処
理
業
省
令
第
十
三
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 
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20 

法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
協
議 

 

21 

法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
の
要
請

及
び
意
見
の
申
出 

 
 

22 

施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

期
限
の
延
長 

 
 

23 
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受

理
及
び
通
知 

 

24 

施
行
規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

受
理 

 

25 
 

施
行
規
則
第
四
十
三
条
第
一
号
ロ
、
第
二
号
及
び
第

三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

確
認 

 
 

26 
 

施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
五
項
（
施
行
規
則
第
五
十

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
及
び
通
知 

 
 

27 

施
行
規
則
別
表
第
六
の
一
の
項
の
下
欄
ロ
並
び
に
同

表
四
の
項
の
下
欄
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ハ
の
規
定
に

よ
る
報
告
の
受
理 

 
 

28 
 

処
理
業
省
令
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

（
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
受
理 

 
 

29 

処
理
業
省
令
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定 

 

 

第
四
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
六
十
八
項
事
務
の
欄
１
中
「
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
及

び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
十
四
条
の
二
第
三
項
」

を
「
第
十
四
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
三
十
一
項
市
町
村
の
欄
中
「
秩
父
市
」
の
下
に
「
、
本
庄
市
、
東
松
山
市
」
を
、
「
越

谷
市
」
の
下
に
「
、
滑
川
町
、
嵐
山
町
、
小
川
町
、
吉
見
町
、
と
き
が
わ
町
」
を
、
「
小
鹿
野

町
」
の
下
に
「
、
東
秩
父
村
、
美
里
町
、
神
川
町
、
上
里
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 



 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 
第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
二
条
の
規
定 

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日 

 

三 

第
四
条
の
規
定 

大
気
汚
染
防
止
法
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 
 

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日 

 

四 

第
五
条
の
規
定 
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
（
第
二
条
の
規
定
を
除
く
。
）
（
前
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る 

 

規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
改
正
後
の
別
表
の
事
務
の
欄
に

掲
げ
る
事
務
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
九
十
二
項
に
規
定
す
る
事
務
及
び
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
九
十
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。
）
に
係

る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り

知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
申

請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
に
同
表
の
市
町
村
の
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
長
が
管
理
し
及
び

執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
等
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し
て
さ
れ

た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
蓮
田
市
の
名
称
変
更
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）

（
市
町
村
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

蓮
田
市
の
名
称
の
変
更
に
伴
い
、
関
係
十
条
例
を
整
備
す
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 
 

蓮
田
市
の
名
称
の
変
更
に
伴
う
行
政
機
関
の
所
管
区
域
等
に
係
る
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日 

 



条 
 

例 

 
蓮
田
市
の
名
称
変
更
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

蓮
田
市
の
名
称
変
更
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
改
め
る
。 

一 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
第
五
号
の
表 

 

区
域
の
欄 

二 

埼
玉
県
保
健
所
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
一
項
の
表
埼
玉
県
幸 

 

手
保
健
所
の
項
所
管
区
域
の
欄 

三 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二 

 

十
七
号
）
別
表
岩
槻
警
察
署
の
項
管
轄
区
域
の
欄 

四 

埼
玉
県
県
税
事
務
所
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）
本
則
の
表
埼
玉
県
春 

 

日
部
県
税
事
務
所
の
項
所
管
区
域
の
欄 

五 

埼
玉
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
） 

 

第
六
条
第
二
項
の
表 

六 

埼
玉
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年 

 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
一
条
の
表
埼
玉
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
管
轄
区
域
の
欄 

七 

埼
玉
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数 

 

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
別
表
東
第
六
区
の
項
選
挙
区
の 

 

区
域
の
欄 

八 

埼
玉
県
環
境
管
理
事
務
所
設
置
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）
第
二
条
の
表 

 

埼
玉
県
東
部
環
境
管
理
事
務
所
の
項
所
管
区
域
の
欄 

九 

埼
玉
県
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
二
条 

 

の
表
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
の
項
所
管
区
域
の
欄 

十 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十 

 

号
）
第
四
条
の
表
中
川
流
域
下
水
道
の
項
流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
処
理
区
域
の
存
す
る
市
町 

 

の
欄 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
二
号
）（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 

国
に
準
じ
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
支
給
割
合
を

変
更
す
る
も
の
。 

 

二 

内
容 

 

現
行
制
度
で
は
、
派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
報
酬
額
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
最

低
で
も
１
０
０
分
の
７
０
の
給
与
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
派
遣
職

員
の
給
与
と
派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
報
酬
と
の
合
計
額
が
外
務
公
務
員
給
与

を
上
回
る
場
合
が
あ
る
。 

 

給
与
と
報
酬
と
の
合
計
額
が
外
務
公
務
員
給
与
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
派
遣
職
員

の
給
与
の
支
給
割
合
を
１
０
０
分
の
７
０
未
満
と
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日 

 



条 
 

例 

 
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部 

 

 
 

 

を
改
正
す
る
条
例 

 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十

三
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
に
は
」
の
下
に
「
、
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
派
遣

先
の
勤
務
に
対
し
て
報
酬
が
支
給
さ
れ
な
い
と
き
、
又
は
当
該
勤
務
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
報
酬

の
額
が
低
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
」
を
加
え
、「
百
分
の
七
十
を
支
給
す
る
」
を
「
百
分
の
百
以

内
を
支
給
す
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
一
般
の
派
遣
職
員
の
」

を
削
り
、「
前
項
本
文
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、「
当
該
」
を
削
る
。 

 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
の
種
類
」
を
削
り
、
同
条
中
「
あ
る
派
遣
職
員
に
は
」
の
下
に
「
、
そ

の
派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
報
酬
が
支
給
さ
れ
な
い
と
き
、
又
は
当
該
勤
務
に
対
し
て
支
給
さ
れ

る
報
酬
の
額
が
低
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
」
を
加
え
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
当
該
派
遣
職
員
の
」

を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
派
遣
さ
れ
て

い
る
職
員
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。）
に
係
る
施
行
日
に
お
け
る

改
正
後
の
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
支
給
割
合
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
新
支
給
割
合
」
と
い
う
。）
が
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
改
正
前
の
外
国

の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」

と
い
う
。）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
支
給
割
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧

支
給
割
合
」
と
い
う
。）
に
達
し
な
い
と
き
は
、
旧
支
給
割
合
か
ら
新
支
給
割
合
を
減
じ
た
割

合
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
割

合
を
新
支
給
割
合
に
加
え
た
割
合
を
、
当
該
職
員
に
係
る
新
支
給
割
合
と
す
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
二
号



 

一 

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

百
分
の
百 

 
二 

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

百
分
の
七
十 

 
三 

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

百
分
の
四
十 

３ 

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
新
た
に
派
遣
さ
れ
、
又
は
派
遣
の 

 

期
間
が
更
新
さ
れ
た
職
員
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。）
に
係
る
当 

 

該
新
た
に
派
遣
さ
れ
、
又
は
派
遣
の
期
間
が
更
新
さ
れ
た
日
に
お
け
る
新
条
例
第
四
条
第
一
項 

 

の
規
定
に
よ
る
給
与
の
支
給
割
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
支
給
割
合
」
と
い
う
。）
が
、 

 

こ
れ
ら
の
日
に
お
い
て
旧
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同 

 

項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
支
給
割
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
支
給
割
合
」
と
い
う
。） 

 

に
達
し
な
い
と
き
は
、
旧
支
給
割
合
か
ら
新
支
給
割
合
を
減
じ
た
割
合
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る 

 

期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
割
合
を
新
支
給
割
合
に
加
え
た 

 

割
合
を
、
当
該
職
員
に
係
る
新
支
給
割
合
と
す
る
。 

 

一 

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

百
分
の
百 

 

二 

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

百
分
の
七
十 

 

三 

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

百
分
の
四
十 
 

 
 

 
 

           



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
三
号
）（
消
防
防

災
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
適
正

な
運
航
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、

市
町
村
の
消
防
に
対
す
る
支
援
の
適
切
か
つ
安
全
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
埼
玉
県
防
災
航

空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

㈠ 

総
合
運
航
規
程
等 

㈡ 

緊
急
運
航
の
要
件 

㈢ 

調
査
等 

㈣ 

機
長
の
指
揮
監
督 

㈤ 

連
携
体
制
の
確
保 

㈥ 

気
象
条
件
及
び
運
航
時
間
帯 

㈦ 

帰
投
命
令
又
は
活
動
停
止
命
令 

㈧ 

委
任 

三 

附
則 

㈠ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

㈡ 

県
は
、
航
空
機
の
適
正
な
運
航
の
確
保
及
び
山
岳
遭
難
等
の
発
生
の
抑
止
の
観
点
か
ら
、

山
岳
遭
難
に
係
る
緊
急
運
航
に
要
し
た
費
用
の
遭
難
者
等
に
よ
る
負
担
及
び
そ
の
他
の
必

要
な
方
策
に
つ
い
て
早
急
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
県
の
防

災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
以
下
「
航
空
機
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
運
航
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
消
防
に
対
す
る
支
援
の
適

切
か
つ
安
全
な
実
施
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

緊
急
運
航 

災
害
応
急
対
策
活
動
、
火
災
防
御
活
動
、
救
助
活
動
、
救
急
活
動
そ
の
他
の

消
防
防
災
活
動
に
関
す
る
業
務
（
以
下
「
消
防
防
災
業
務
」
と
い
う
。
）
の
た
め
、
航
空
機

を
緊
急
に
運
航
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 
 

 
 

 
 

 

二 

緊
急
運
航
業
務 

緊
急
運
航
に
関
す
る
業
務
を
い
う
。 

三 

防
災
航
空
隊 

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
十
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
航
空
消
防
隊
で
航
空
機
を
運
航
し
消
防
防
災
業
務
を
行
う
も

の
を
い
う
。 

 

四 

総
合
運
航
規
程 

航
空
機
を
効
率
的
に
運
航
す
る
た
め
、
緊
急
運
航
業
務
、
訓
練
等
に
つ

い
て
総
合
的
に
定
め
る
規
程
を
い
う
。 

（
総
合
運
航
規
程
等
） 

第
三
条 

知
事
は
、
総
合
運
航
規
程
を
定
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
体
制
の
整
備
及
び
十
分
な
訓

練
を
行
う
こ
と
に
よ
り
防
災
航
空
隊
が
安
全
に
活
動
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

防
災
航
空
隊
は
、
緊
急
運
航
業
務
に
従
事
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
と

と
も
に
、
十
分
に
安
全
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
緊
急
運
航
の
要
件
） 

第
四
条 

防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
そ
の

被
害
の
軽
減
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
き
。 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
三
号



二 

緊
急
運
航
業
務
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に
重
大
な
支
障
が

生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

三 

航
空
機
を
運
航
し
な
け
れ
ば
、
十
分
な
消
防
防
災
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。 

 

（
調
査
等
） 

第
五
条 

知
事
は
、
航
空
機
が
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
八
十
一
条

の
二
に
規
定
す
る
航
行
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
地
上
又
は
水
上
の
人
又
は
物
件
の
安
全
及
び

航
空
機
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
航
行
を
行
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
、

可
能
な
限
り
事
前
に
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
資
料
を
収
集
保
存
し
、
緊
急
運
航
を
行
う
に
当

た
っ
て
の
参
考
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
機
長
の
指
揮
監
督
） 

第
六
条 

航
空
機
に
搭
乗
し
て
そ
の
職
務
を
行
う
者
は
、
航
空
機
に
搭
乗
中
、
航
空
法
第
七
十
三

条
に
規
定
す
る
機
長
の
指
揮
監
督
に
従
い
、
緊
急
運
航
業
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
連
携
体
制
の
確
保
） 

第
七
条 

防
災
航
空
隊
は
、
市
町
村
の
消
防
本
部
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
相
互
に
緊
密
な
連
携
及

び
協
力
の
下
で
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
気
象
条
件
及
び
運
航
時
間
帯
） 

第
八
条 

航
空
機
が
運
航
で
き
る
気
象
条
件
は
、
航
空
法
で
定
め
る
有
視
界
気
象
状
態
と
し
、
航

空
機
の
運
航
の
安
全
が
確
保
で
き
な
い
気
象
条
件
の
場
合
は
、
運
航
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

航
空
機
の
運
航
時
間
帯
は
、
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
の
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
視
界
気
象

状
態
に
お
け
る
夜
間
（
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
の
運
航
で
、
そ
の
安
全
が
確

保
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
帰
投
命
令
又
は
活
動
停
止
命
令
） 

第
九
条 

知
事
は
、
災
害
現
場
の
状
況
、
気
象
条
件
等
に
よ
り
航
空
機
の
運
航
の
安
全
が
確
保
で

き
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
直
ち
に
防
災
航
空
隊
に
対
し
帰
投
命
令
又
は
活
動
停
止
命
令
を
発

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

県
は
、
航
空
機
の
適
正
な
運
航
の
確
保
及
び
山
岳
遭
難
等
の
発
生
の
抑
止
の
観
点
か
ら
、
山

岳
遭
難
に
係
る
緊
急
運
航
に
要
し
た
費
用
の
遭
難
者
等
に
よ
る
負
担
及
び
そ
の
他
の
必
要
な

方
策
に
つ
い
て
早
急
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
大
気
汚
染
防
止
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
出
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
四
号
）（
大
気
環
境
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
有
害
物
質
の
測
定
方
法
を
変
更
す
る
た

め
の
改
正 

二 

内
容 

 

弗
素
、
弗
化
水
素
及
び
弗
化
珪
素
の
測
定
方
法
を
変
更 

 

（
改
正
前
）
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
五
に
定
め
る
方
法
の
う
ち
吸
光
光
度
法 

 

（
改
正
後
）
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
五
に
定
め
る
方
法 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

      
 

   



条 
 

例 

大
気
汚
染
防
止
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
出
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

大
気
汚
染
防
止
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
出
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部 

 
 

 

 
 

 

を
改
正
す
る
条
例 

大
気
汚
染
防
止
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
出
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
四
十

六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
の
備
考
１
中
「
の
う
ち
吸
光
光
度
法
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

            

埼
玉
県
条
例
第
五
十
四
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
五
号
）（
こ

ど
も
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

母
子
家
庭
に
対
す
る
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー 

 

の
管
理
を
改
め
、
県
内
四
箇
所
に
設
置
し
、
そ
の
運
営
を
県
が
行
う
た
め
の
条
例
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

名
称
、
位
置
、
利
用
時
間
の
変
更
及
び
指
定
管
理
条
項
の
削
除 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
埼
玉
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
を
さ
い

た
ま
市
大
宮
区
吉
敷
町
一
丁
目
百
二
十
四
番
地
に
」
を
「
次
の
と
お
り
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
表
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
中
「
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
」
を
「
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
」
に

改
め
る
。 

 

第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
五
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

埼
玉
県
秩
父
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
北
部
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
西
部
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
東
部
中
央
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー 

 
 

名 
 

 
 

 
 

 
 

 

称 
 

 

秩
父
市
桜
木
町
八
番
十
八
号 

本
庄
市
前
原
一
丁
目
八
番
十
二
号 

坂
戸
市
大
字
石
井
二
千
三
百
二
十
七
番
地
一 

春
日
部
市
大
沼
一
丁
目
七
十
六
番
地 

 
 

位 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

置 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
五
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
児
童
相
談
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
五
十
六
号
）（
こ
ど
も

安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

南
児
童
相
談
所
の
移
転
に
伴
い
、
位
置
の
表
示
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
規
定
の
整
備
を
す

る
た
め
の
改
正 

 

二 

内
容 

（
一
）
南
児
童
相
談
所
の
位
置
の
表
示
を
変
更
し
、
「
さ
い
た
ま
市
」
を
「
川
口
市
」
に
改
正

す
る
。 

（
二
）
中
央
児
童
相
談
所
の
所
管
区
域
に
係
る
規
定
の
整
備
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
改

正
す
る
。 

（
三
）
中
央
児
童
相
談
所
の
所
管
区
域
に
係
る
規
定
の
整
備
「
南
埼
玉
郡
（
宮
代
町
を
除
く
。
）

を
「
南
埼
玉
郡
の
う
ち
白
岡
町
」
に
改
正
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日 

た
だ
し
、
二
（
二
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
、
二
（
三
）
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日 

    



条 
 

例 

 
埼
玉
県
児
童
相
談
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
児
童
相
談
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
児
童
相
談
所
設
置
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
項
の
表
埼
玉
県
中
央
児
童
相
談
所
の
項
所
管
区
域
の
欄
中
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
、

本
「
（
宮
代
町
を
除
く
。
）
」
を
「
の
う
ち
白
岡
町
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
南
児
童
相
談
所
の

項
位
置
の
欄
中
「
さ
い
た
ま
市
」
を
「
川
口
市
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
表
埼
玉

県
中
央
児
童
相
談
所
の
項
所
管
区
域
の
欄
の
改
正
規
定
中
「
（
宮
代
町
を
除
く
。
）
を
「
の
う
ち

白
岡
町
」
に
改
め
る
部
分
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
欄
の
改
正
規
定
中
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」

に
改
め
る
部
分
は
同
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

           

埼
玉
県
条
例
第
五
十
六
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
）（
生
活
衛
生
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

い
わ
ゆ
る
ラ
ブ
ホ
テ
ル
等
の
規
制
に
係
る
構
造
設
備
の
基
準
の
一
部
に
つ
い
て
適
用
を
除
外

す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

 
 

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
規
制
と
重
複
す
る
次
の
基
準

の
適
用
を
除
外
す
る
。 

 

㈠ 

フ
ロ
ン
ト
を
遮
へ
い
す
る
構
造
又
は
設
備 

㈡ 

自
動
精
算
機
等 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日 

            



条 
 

例 

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
第
九
条
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
四
号
ニ
、
第
五
号
」
を
、「
第
十
条
第
三
号
」

の
下
に
「
、
第
四
号
ニ
、
第
五
号
」
を
、「
第
十
一
条
第
五
号
」
の
下
に
「
、
第
六
号
ニ
、
第
七
号
」

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
八
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
六

十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加
え
、「
同
条
第
一
項
」
を
「
同
法
第
二
十

八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
。
次
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
条
の
二
及
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
法
第
八
条
の
規
定
に
よ

る
命
令
に
関
し
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
八
号
）
（
県
立
学
校

人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
立
高
等
学
校
一
校
及
び
県
立
特
別
支
援
学
校
一
校
の
名
称
及
び
位
置
の
表
示
を
変
更
す
る 

 

た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

県
立
蓮
田
松
韻
高
等
学
校
及
び
県
立
蓮
田
特
別
支
援
学
校
の
名
称
及
び
位
置
の
表
示
の
変
更 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
号
の
表
埼
玉
県
立
蓮
田
松
韻
高
等
学
校
の
項
中
「
埼
玉
県
立
蓮
田
松
韻
高
等
学
校
」
を
「
埼

玉
県
立
蓮
田
松
韻
高
等
学
校
」
に
、
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
改
め
る
。 

第
三
号
の
表
中
「
埼
玉
県
立
蓮
田
特
別
支
援
学
校 
蓮
田
市
大
字
黒
浜
四
千
八
十
八
番
地
の

四
」
を
「
埼
玉
県
立
蓮
田
特
別
支
援
学
校 

蓮
田
市
大
字
黒
浜
四
千
八
十
八
番
地
四
」
に
改
め

る
。 

 
 

附 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
八
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
九
号
）

（
高
校
教
育
指
導
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
を
移
転
し
、
及
び
整
備
す
る
と
と
も
に
、
県
立
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ

ン
タ
ー
の
機
能
を
統
合
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
所
在
地
の
変
更 

㈡ 

深
谷
支
所
の
廃
止 

三 

施
行
期
日
等 

 

㈠ 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

㈡ 

県
立
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー
条
例
の
廃
止 

 
 

            

 



条 
 

例 

埼
玉
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
三
室
字
西
宿
千
三
百
五
番
地
一
」
を
「
行
田
市
富
士
見
町

二
丁
目
二
十
四
番
地
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
二
項
の
表
埼
玉
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
深
谷
支
所
の
項
を
削
る
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー
条
例
の
廃
止
） 

２ 

埼
玉
県
立
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
は
、 

 

 

廃
止
す
る
。 

 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
九
号



規 
 

則 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
四
第
一
号
ロ
の
付
表
二
の
項
中
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
改
め
、
同
別
表
第
三
号

ロ
の
表
の
備
考
一
中
「
の
う
ち
吸
光
光
度
法
」
を
削
り
、
「
原
子
吸
光
法
、
吸
光
光
度
法
又
は
ポ

ー
ラ
ロ
グ
ラ
フ
法
」
を
「
規
格
Ｋ
〇
〇
八
三
に
定
め
る
方
法
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
二
第
二
号
の
表
の
備
考
一
ロ
⑵
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
児
玉

工
業
団
地
」
を
削
り
、
同
表
の
備
考
一
ニ
中
「
区
域
並
び
に
」
を
「
区
域
及
び
」
に
改
め
、
「
並

び
に
本
庄
市
共
栄
及
び
児
玉
町
共
栄
並
び
に
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
原
並
び
に
上
里
町
大
字
嘉
美

及
び
大
字
大
御
堂
に
存
す
る
児
玉
工
業
団
地
」
を
削
る
。 

別
表
第
十
五
第
一
号
、
別
表
第
十
六
第
一
号
及
び
別
表
第
二
十
四
第
一
号
中
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮

田
市
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
中
別
表
第
四
第
三
号
ロ
の
表
の
備
考
一
及
び
別
表
第
十
二
第
二
号
の
表
の
備
考
一
の

改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
九
十
九
号



規 
 

則 

 
職
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

職
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則

 
 

 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
県
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
職
員
並
び
に
」
を
削

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
百
号



 

 

規 
 

則 

 
埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る

 
 

 

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
埼
玉
県
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
職
員
並
び
に
市
町
村
立
学

校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
又
は
第
二
条
の
職
員
の
項
中
「
埼
玉
県
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
及

び
特
別
支
援
学
校
の
職
員
並
び
に
」
を
削
り
、
「
第
二
条
の
」
を
「
第
二
条
に
規
定
す
る
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
百
一
号



規 
 

則 

 
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

 

埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則

第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
付
表
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

「
蓮

田
市

」
 

「
蓮

田
市

」
 

埼
玉
県
規
則
第
百
二
号



規 
 

則 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

金 

野 

俊 

男 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
一
九 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則 

 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人

事
委
員
会
規
則
一
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
給
与
の
特
例
」
を
「
給
与
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

一
般
の
派
遣
職
員
（
派
遣
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
一
般
の
派
遣
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
派
遣
の
期
間
中
の
給
与
は
、
そ
の
派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
報
酬
（
報
酬
、
賃
金
、
給
料
、
俸

給
、
手
当
、
賞
与
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
派
遣
先
の
勤
務
の
対
償
と
し
て

受
け
る
す
べ
て
の
も
の
を
い
い
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務

手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
又
は
そ
の
派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
報
酬
の

年
額
（
以
下
「
報
酬
年
額
」
と
い
う
。
）
が
、
外
務
公
務
員
俸
給
等
相
当
年
額
（
当
該
派
遣
の
期

間
の
初
日
（
以
下
「
派
遣
の
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
け
る
当
該
一
般
の
派
遣
職
員
の
給
料

及
び
扶
養
手
当
（
当
該
一
般
の
派
遣
職
員
が
派
遣
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
派
遣
先
の
機
関

の
所
在
す
る
国
に
所
在
す
る
大
使
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
（
以
下
「
所
在
国
勤
務
の
外
務
公

務
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤

務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
。
以
下
「
外
務

公
務
員
給
与
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
配
偶
者
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
に

つ
い
て
は
、
配
偶
者
に
係
る
分
を
除
く
。
）
の
月
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
給
料
、
扶
養
手

当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
年
額
と
当
該
一
般
の
派
遣
職
員
が
派
遣
の
日
の
属
す
る
月
の
初

日
か
ら
所
在
国
勤
務
の
外
務
公
務
員
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
外
務
公
務
員
給
与
法
の
規
定
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
在
勤
基
本
手
当
、
住
居
手
当
及
び
配
偶
者
手
当
の
年
額
の
合
計
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
は
、
給
料
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
及
び
期

末
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
に
百
分
の
百
以
内
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
三
条
第
五
項
中
「
人
事
委
員
会
」
を
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い



う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
五
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」

を
「
第
一
項
」
に
、
「
月
額
」
を
「
年
額
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
支
給
割
合
を
決
定
す
る
に
当
た
つ
て

は
、
決
定
さ
れ
た
支
給
割
合
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
与
の
年
額
が
、
外
務
公
務
員

俸
給
等
相
当
年
額
か
ら
報
酬
年
額
を
減
じ
た
額
（
派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
報
酬
が
支
給
さ
れ

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
務
公
務
員
俸
給
等
相
当
年
額
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

外
務
公
務
員
俸
給
等
相
当
年
額
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
一
般
の
派
遣
職
員
が
、
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

標
準
号
給
数
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
お
い
て
当
該
一
般
の

派
遣
職
員
に
係
る
標
準
と
な
る
号
給
数
を
い
う
。
）
を
昇
給
す
る
も
の
と
し
、
期
末
手
当
及
び

勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
三
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
任
命
権
者
が
定
め
る
成
績
率
の
区
分
に
お
い
て
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
職
員
で
あ
る
も

の
と
す
る
。 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

第
一
項
、第
六
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
支
給
割
合
は
、

百
分
の
一
未
満
の
端
数
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
改
正
派
遣
条
例
附
則
第
二
項
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
） 

２ 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
二
号
。
以
下
「
改
正
派
遣
条
例
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
項
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
改
正
派
遣
条
例
の
施
行

の
日
以
後
に
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
特
に
給
与
の
額
の

計
算
の
基
礎
と
な
る
支
給
割
合
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
職
員
と
す
る
。 

（
改
正
派
遣
条
例
附
則
第
三
項
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
） 

３ 

改
正
派
遣
条
例
附
則
第
三
項
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
新
た
に
派
遣

さ
れ
、
又
は
派
遣
の
期
間
が
更
新
さ
れ
た
日
以
後
に
人
事
委
員
会
が
特
に
給
与
の
額
の
計
算
の

基
礎
と
な
る
支
給
割
合
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
職
員
と
す
る
。 

（
給
与
の
額
の
計
算
） 

４ 

前
二
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
職
員
の
給
与
は
、
人
事
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
日
を
当

該
職
員
の
派
遣
の
日
と
み
な
し
て
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
得



た
額
と
す
る
。 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
十
号 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

後 

閑 
 

 

博 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
六
号
を 

第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
四 

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
職
員
の 

子
ど
も
手
当
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
埼
玉
県
第
一
水
道
整
備
事
務
所
の
項
中
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
三

年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
ン
シ
ョ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
シ
ス
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

吉
澤 

康
博 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
栄
町
三
丁
目
十
一
番
十
一
ー
七
〇
一
号
リ
ビ
エ
ー
ル
栄
町 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
に
対
し
、
管
理
組
合
活
動
全
般
に
関
す
る
支
援
事
業

を
区
分
所
有
者
の
立
場
で
考
え
マ
ン
シ
ョ
ン
維
持
管
理
の
質
の
向
上
に
協
力
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
形
成
と
再
形
成
の
促
進
を
行
い
、
地
域
全
般
の
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
七
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
生
活
支
援
協
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

野
田 

貞
之 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
四
季
の
里
一
丁
目
十
五
番
十
一
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
移
動
の
手
段
を
持
た
な
い
高
齢
者
や
障
害
者
等
の
地
域
住
民
に
対
し
、
外
出

等
の
日
常
生
活
を
支
援
し
、
誰
も
が
豊
か
な
生
活
が
い
つ
ま
で
も
送
れ
る
安
定
し
た
高
齢
社
会

を
築
く
こ
と
で
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
八
号



告 
 

示 

  
埼
玉
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日
に
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用

計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

久
喜
市
の
区
域 

別
図
の
と
お
り
、
農
業
地
域
三
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

          

別図 土地利用基本計画図 

久喜農業地域（縮小） 

加 須 市 

久 喜 市 

1:50,000 

0 1,000 2,000

m

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
九
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
号



１ 購入等件名及び数量  

  埼玉県伊豆潮風館送迎バス 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県福祉部障害者福祉推進課自立支援医療担当 埼玉県さいたま市浦和区高

砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

平成22年10月20日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  関東いすゞ自動車株式会社 群馬県高崎市宮原町１番地21 

５ 落札金額  

36,088,500円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成22年８月31日  

 



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
片
柳
小
学
童
保
育
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

植
田 

政
行 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
東
新
井
二
二
四
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
保
育
が
必
要
と
さ
れ
る
小
学
校
児
童
の
豊
か
で
安
全
な
放
課
後
及
び
学
校
休

業
日
の
生
活
の
場
を
築
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
の
心
身
の
健
や
か
な
発
達
を
援
助
す
る
と
と

も
に
、
健
全
で
豊
か
な
地
域
社
会
の
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
一
号



告 
 

示 

 
 昭

和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号
（
騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
特
定
工
場
等
に
お
い

て
発
生
す
る
騒
音
及
び
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
の
指

定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一
中
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
改
め
る
。 

 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
二
号



告 
 

示 

 
 昭

和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
号
（
騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
特
定
工
場
等
に
お
い
て

発
生
す
る
騒
音
に
つ
い
て
の
時
間
及
び
区
域
の
区
分
ご
と
の
規
制
基
準
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

表
の
備
考
一
ロ
⑵
中
「
並
び
に
ニ
に
規
定
す
る
児
玉
工
業
団
地
の
区
域
」
を
削
り
、
同
表
の
備

考
一
ニ
中
「
並
び
に
本
庄
市
共
栄
及
び
児
玉
町
共
栄
並
び
に
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
原
並
び
に
上

里
町
大
字
嘉
美
及
び
大
字
大
御
堂
に
存
す
る
児
玉
工
業
団
地
の
区
域
」
を
削
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
三
号



告 
 

示 

 
 昭

和
五
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
二
号
（
振
動
規
制
法
に
基
づ
く
特
定
工
場
等
に
お

い
て
発
生
す
る
振
動
及
び
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
振
動
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
の

指
定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
改
め
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
四
号



告 
 

示 

 
 平

成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号
（
悪
臭
防
止
法
第
三
条
に
規
定
す
る
規
制
地
域
の

指
定
並
び
に
同
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
規
制
基
準
の
設
定

に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

別
表
第
一
中
「
蓮
田
市
」
を
「
蓮
田
市
」
に
改
め
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
和
光
市
か
ら
和
光
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
川
越
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
飯
能
市
か
ら
飯
能
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
八
号



告 
 

示 

 
 

 
川
口
市
か
ら
川
口
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
九
号



告 
 

示 

  
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

志
木
市
西
原
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
一
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

加
須
は
な
さ
き
公
園 

二 

位
置 

 
 

加
須
市
大
字
下
高
柳
、
船
越
地
内 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り 

四 

変
更
に
係
る
区
域
の
供
用
開
始
の
期
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
号



 

加須はなさき公園

供用済の区域

今回供用開始する区域

A1池

A2池

B池

C池

C池

－凡例－ 供用開始する区域の面積

A１： ６，４３７㎡

A２： ３，４７０㎡

B ： ２，３９９㎡

計 ：１３，２０６㎡



告 
 

示 

 
 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定 

に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
処
分
し
た
。 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

                 

 

 

不
動
信
用 

商
号
又
は
名
称 

 

小
笠
原 

祥
子 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

越
谷
市
平
方
一
九

〇
五
ー
二
四 

 
 

主
た
る
事
務
所
の 

 

所
在
地 

平
成
二
十
三
年
一
月 

 

六
日
か
ら
二
十
二
日

間
の
業
務
の
全
部
停

止 処

分

の

内

容 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
三
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
四
号



１ 購入等件名及び数量 

  警察ネットワーク用グループウェアサーバの賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号 

３ 随意契約を決定した日 

  平成22年11月15日 

４ 随意契約相手方の氏名及び住所 

  日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 契約金額 

  282,155,580円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 入札の公告を行った日 

  平成22年９月28日 

８ 随意契約とした理由 

  地方自治法施行令第167条の２第１項第８号に該当 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
五
号



１ 購入等件名及び数量 

  警察車（無線警ら車） 10台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成22年11月11日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  埼玉トヨタ自動車株式会社 埼玉県さいたま市下落合６丁目１番18号 

５ 落札金額 

  43,291,500円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成22年９月28日 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
七
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道

路
環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

山 

口 

文 

平 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

保
谷
志
木
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別  

同
市
三
原
五
丁
目
二
一
五
五
番 

 

一
地
先
ま
で 

 

朝
霞
市
泉
水
一
丁
目
二
一
四
四

番
一
地
先
か
ら 

区 
 

 
 

間 

 

一
三
・
六
〇
～ 

三
一
・
〇
〇 

 

八
・
八
八
～ 

一
五
・
三
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 

 
 

二
八
〇
・
八
〇 

  
 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

道
路
改
築
整
備
工
事 

 

備  

 

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
五
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
〇
三
七
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
〇
〇
九
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
一
ツ
木
字
本
村
三
〇
六
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
一
ツ
木
三
一
七
番
地 

 
 

片
山 

孝
俊 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
四
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

   



 

第
熊
五
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
二
年
九
月

十
三
日 

指
定
の
年
月
日 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
鉢
形
字
上
ノ
原
千
九
百
七
十
三
番
四 

指

定

道

路

の

位

置 

三
十
四
・
九
〇
メ
ー
ト
ル 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
五
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

   



 

第
熊
六
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
二
年
九
月

十
三
日 

指
定
の
年
月
日 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
桜
沢
字
山
ノ
根
三
千
六
百
九
十
五
番
五
、

三
千
六
百
九
十
六
番
四 

指

定

道

路

の

位

置 

三
十
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
三
五
メ
ー
ト
ル 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
六
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

   



 

第
熊
八
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
二
年
十
月

二
十
九
日 

指
定
の
年
月
日 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
富
田
字
原
六
百
九
十
番
一
、六
百
九
十
番

三
、
六
百
九
十
番
十
二 

指

定

道

路

の

位

置 

三
十
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
百
二
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
四
六
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
三
三
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
下
堤
外
一
七
四
一
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